
　
み
な
さ
ん
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
も
う
お
持
ち
で
す
か
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
ご
本
人

の
顔
写
真
の
ほ
か
、氏
名・
住
所
・マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番

号
）な
ど
が
記
載
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
す
。運
転
免
許
証
を
返

納
し
た
後
で
も
本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
と
し
て
使
う
事

が
で
き
る
ほ
か
、コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
や
戸
籍
、税
に
関
す

る
証
明
な
ど
を
待
ち
時
間
少
な
く
、お
安
く
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。ま
た
、健
康
保
険
証
と
し
て
使
え
る
な
ど

様
々
な
使
い
方
が
で
き
る
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。私
も
持
っ

て
い
ま
す
が
、運
転
免
許
証
の
住
所
変
更
を
す
る
時
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
う
と
警
察
署
で
の
手
続
き
が
大
変

簡
単
で
便
利
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

今
な
ら
9
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

す
る
と
、最
大
で
2
0,
0
0
0
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

が
も
ら
え
ま
す
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
す
る
に
は
、

郵
送
さ
れ
て
き
た
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

写
真
を
貼
っ
て
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
す
る
ほ
か
、ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
使
っ
て
の
申
請
も
可

能
で
す
。交
付
申
請
書
は
、生
野
区
役
所
1
階
の
窓
口
で
も

発
行
し
て
い
ま
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
の
詳
細
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル（
T
E
L 

0
1
2
0-

9
5-
0
1
7
8
）に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
出
張
申
請
窓

口
で
は
顔
写
真
も
会
場
で
無
料
で
撮
影
で
き
ま
す
の
で
、詳

細
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
窓
口
予
約
セ
ン
タ
ー

（
T
E
L 

0
6-
4
4
0
0-

1
8
5
6
）で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

便
利
で
お
得
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
早
め
の
申
請
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
！

区
長
筋
原
章
博
の
コ
ラ
ム

No.5

い
く
の

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負
担（支援金）となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の見直しは、現役世代の保険料負担の上昇を抑制するためのものです。

後期高齢者医療における
一定の所得がある方の「窓口負担割合」が変わります

あなたの
「窓口負担割合」を
ご確認ください10月

今年

から

以下の方は「２割負担」となります

３年間の配慮措置があります

※①後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65～74歳で一定の障
がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※②「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、
給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料
控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※③「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※④課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。
※⑤「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や
給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

課税所得が
28万円以上

「2割負担」となった方について施行後３年間は
１か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う
負担増加額を３,000円までに抑えます。（入院の医療費は対象外）

 「年金収入＋その他の合計所得金額」が
200万円以上（単身世帯の場合）※

かつ

※複数世帯の場合は、320万円以上。

区分

現役並み所得者

一般所得者等（※）

※住民税非課税世帯の方は基本的に１割負担となります。

1割

３割
一定以上
所得のある方

医療費
負担割合

被
保
険
者
全
体
の
約
20
%

世帯内75歳以上の方（※①）のうち
課税所得（※②）が２８万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方（※①）が２人以上いるか

現役並み所得者（※④）に該当するか

「年金収入（※③）+その他の
合計所得額（※⑤） 」の
合計が３２０万円以上か

「年金収入（※③）+その他の
合計所得額（※⑤）」が
200万円以上か

以上未満
世帯全員が
２割

世帯全員が
1割

世帯全員が
3割

世帯全員が
1割2割1割

2人以上

いる

しないする

以上未満

いない

1人だけ

◆令和4年9月30日まで

区分

現役並み所得者

一般所得者等（※） 1割

2割

３割

医療費
負担割合

◆令和4年10月1日から

｝

自転車も車の仲間です。自転車に乗るときは次のことに注意してください。
●信号や一時停止等の標識を守る
●見通しの悪い交差点では、停止または減速する
●交差点では、左右の安全確認を確実にする
●車や人の間をすり抜けて走行しない

9月21日～30日は
「秋の全国交通安全運動期間」

　地域まちづくり課
4階44番
☎06-6715-9734
FAX06-6717-1163

問合せ

　窓口サービス課 4階48番  ☎06-6715-9956  FAX06-6717-1161問合せ

生野区の特徴は「自転車の事故が多い！」
ことです。特に、交差点での事故が8割を超え、
その中でも出合い頭事故が多発しています。

75才以上の方の令和3年中の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※① ※② ※③

区内にも出張申請窓口が
開設されています。
ぜひご利用ください！

以下は「広告スペース」です

●「広報いくの」は毎月1日〔4月号は3月31日〕に発行し、5日間（1・4・5月は7日間）で区内すべてのご家庭・事業所に配布事業者が1部ずつお届けしています。届いていない場合等はご連絡ください。
　（同）RK（令和4年度配布事業者）☎0120-292-296（平日9：00～17：00）
●点字版ご希望の方はお申込みください。HP上には音声版もあります。　　企画総務課 4階45番　☎06-6715-9683　FAX06-6717-1160

2022年（令和4年）9月号
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